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令和 2年 6月 1日 

九 州 沖 縄 植 物 学 会 令 和 2 年 度 総 会 議 事 録  
 

新型コロナウィルスの影響により、令和 2 年度総会は以下の資料を全会員に周知し、意見・コメ

ント等を求める形式で開催した。5月中旬に周知を行い、5月一杯で意見等を行ったが、特に意見

等はなかった。よって、以下の全ての議題は承認された。 

 

 

議題 

1 令和元年度事業報告 

2 令和元年度決算報告 

3 令和２年度事業計画案 

4 令和２年度予算案 

5 令和２年度中間報告 

6 九州沖縄植物学会の活動のあり方・活性化について 

7 来年度以降の合同大会の日程・予定 

8 その他 

 

報告 

1 現会員数並びに会費の納入状況 

2 その他 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

議題 

 

１. 令和元年度事業報告 

 

（１）合同例会 
第 561 回から第 569 回合同例会を次の日程で開催した。 

回 月／日 開催県  回 月／日 開催県 

561 5／25 沖 縄  566 12／14 長 崎 

562 7／13 鹿児島  567 12／14 福 岡 

563 11／10 宮 崎  568 12／21 鹿児島 

564 11／16 熊 本  569 12／21 大分 

565 11／23 佐 賀     

    

 

（２）令和元年度（第６９回）九州三学会合同大会 

 令和元年 6月 1日(土)～2日(日) 長崎大学にて開催した。 

 

（３）支援事業 

  第 568 回 鹿児島例会(12/21)において、高校生を対象とした企画が以下の内容で開催

され、事務局より 3,000 円の特別補助金を交付した。 

 

申請支部：鹿児島 

企画内容：内容：鹿児島県高等学校教育研究会理科部会の理科研究発表会にて、優秀な

成績を収めた 3件の口頭発表と一般講演１件を実施した。 
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（４）その他の事業 

学会 HP（URL: http://kyuoki.sub.jp/）を運営した。 

 

 

 

２.  令和元年度決算報告 

 

収入の部     

項目 予算額 決算額 比較増減 備考 

前年度繰越金 216,185 216,185 0   

学会費（58 名） 58,000 59,000 1,000 
 H30 会費収入 24,000

円 

地区活動費補助金       

（日本植物学会より） 
11,100 11,100 0 会員 111 人分 

 計 285,285 286,285 1,000  

  
    

支出の部     

項目 予算額 決算額 比較増減 備考 

通信費 7,000 3,322 ▲ 3,678 
郵送会員切手・現金書留

（例会補助金） 

事務費 4,000 9,720 5,720 
HP サーバーレンタル費 

他 (2017-2019 3 年分) 

合同大会分担金 10,000 10,000 0 長崎大会事務局へ 

例会補助金 40,000 40,000 0 5,000 円×8 県 

支部例会特別補助金 3,000 3,000 0 鹿児島県 

幹事手当（2 名分） 10,000 10,000 0 幹事２名×5,000 円 

事業費 211,285 0 ▲ 211,285  

 計 285,285 76,042 ▲ 209,243  

 

差引残高   286,285－76,042 ＝ 210,243 円（令和２年度への繰越金） 
 

会計監査報告  熊本大学大学院先端科学研究部 副島顕子 教授 

 「令和２年４月２８日 会計幹事から提示されました、令和元年度会計帳簿および収支決算書

につきまして、帳簿並びに関係証票書類に基づき監査の結果、適正に処理されていることを報告

します。会計監査 副島顕子」 

 

３. 令和２年度事業計画案 

 

(1) 合同例会 

第 570 回から第 577 回合同例会の開催日程(予定)は、次のとおりである。当初 5/30 に

沖縄例会が開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響により中止された。 

回 月／日 開催県  回 月／日 開催県 

570 7／11 鹿児島  575 12／12 福岡 

571 11／8 宮 崎  576 12／12 鹿児島 

572 12／5 佐 賀  577 12／19 大分 

573 12／12 熊 本     

574 12／12 長 崎     
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(2) 令和２年度（第７０回）九州三学会合同大会 

令和２年 5月 23 日（土）～24 日（日）九州大学伊都キャンパスにて開催の予定であ

ったが、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、中止が決定された。 

 

(3) 支援事業 

 高校生を対象とした企画について、申請があれば支援する。 

 

(4) その他 

  ホームページを運営する（担当：庶務幹事） 

 

４.  令和２年度予算案 

 

(1) 年会費について 

新型コロナウィルスの影響で九州三学会合同大会が中止されたことを受け、令和 2 年度

については学会年会費を徴収しない。 

 

(2) 令和２年度予算案 

 

収入   支出   

項  目 予 算 額  項  目 予 算 額 備考 

前年度繰越金 210,243 
 

通信費 4,000 
郵送会員切手・現

金書留（例会補助

金） 

学会費（徴収せず） 0 

 

事務費 4,000 

HP サーバーレン

タル費用・領収書

ファイル・封筒購

入費用など 

地区活動費補助金

（日本植物学会よ

り 111 名分） 

11,100 

 合同大会分

担金 
0 合同大会中止 

例会補助金 30,000 
5,000 円 X 6 県分

（熊本，沖縄を除

く） 

計 231,343 
 支部例会特

別補助金 
3,000 鹿児島県 

 
  幹事手当（2

名分） 
10,000 

 

   事業費 180,343  

   計 231,343  

 

５. 令和２年度中間報告 

   

収入   支出  

項  目 金  額  項  目 金  額 

前年度繰越金 210,243  通信費（郵送会員） 0 

学会費 0  学会 HP サーバー代 0 

地区活動費補助金

（日本植物学会より） 
0 

 計 0 

  

寄付金（1名） 10,000   

計 220,243  令和２年４月 27 日現在 
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６. 九州沖縄植物学会の活動のあり方・活性化について 

 

(1) 三学会合同大会・県例会の今後について 

昨年度の総会において、今後の活動方針を他学会とも議論してくことになった。そこ

で、令和元年 8 月に動物学会九州支部、生態学会九州地区との合同で、学会活動につい

て県委員にアンケート調査を行なった。アンケート結果を受けて委員会を開催し、更に

動物学会九州支部、生態学会九州地区と今後の活動方針について議論を行なった。その

結果、以下の基本方針で合意を得た。この基本方針にそって、今後活動の詳細を他学会と

共に議論していく。 

 

【三学会の基本方針】 

合同大会：単独での開催が困難な県については、複数県での合同開催等を検討しつつ、

今後も継続する。 

合同例会：開催・非開催については各県の裁量に任せる。非開催の場合は、毎年度初め

に各県委員で協議した内容を学会へ報告いただく。 

 

(2) その他 特になし 

 

７. 来年度以降の合同大会の日程・予定 

 

(1)来年度の合同大会 

 令和 3年度の三学会合同大会は、令和元年度の合同大会（第 70 回）が中止されたこと

を受けて、5月ごろに九州大学伊都キャンパスにて改めて開催予定（大会委員長・射場厚 

九州大学）。 

 

(2)三学会合同大会開催地のローテーションについて 

開催地ローテーション 

H24 佐賀 R1 長崎 

H25 熊本 R2 中止 

H26 沖縄 R3 福岡 

H27 福岡 R4 佐賀 

H28 鹿児島 R5 熊本 

H29 大分 R6 沖縄 

H30 宮崎 R7 鹿児島 

 

8. その他 特になし 
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報告 

 

１. 現会員数並びに会費の納入状況 

  
 令和２年 5 月 1 日現在 

  入会者 1 退会者 1 一般会員 学生会員 50 年会員 総会員 完納会員 2 未納会員 2 
完納率

（％） 

福岡 3 4 11 4 3 18 13 5 72 

佐賀 0 3 1 0 0 1 1 0 100 

長崎 0 0 2 0 0 2 2 0 100 

熊本 4 1 10 2 3 15 15 0 100 

大分 0 0 2 0 2 4 3 1 75 

宮崎 0 0 2 0 2 4 3 1 75 

鹿児島 1 3 7 0 1 8 4 4 50 

沖縄 0 0 5 1 0 6 0 6 0 

合計 8 11 40 7 11 58 41 17 71 
1R1 年 5 月 22 日から R2 年 5 月 1 日までの入退会者数 
2会費納入状況は、R1 年度分までの会費を納めた者と５０年会員を完納とした。 

 

九州沖縄植物学会規約(http://kyuoki.sub.jp/current/sub3.pdf) 一部抜粋 

第七条 会長は一名、委員若干名、幹事若干名 

委員数は各県における会員十四名までを一名、二十四名までを二名、それ以上の場合は三名とする。  

 

近年の会員数の増減は、以下の通り。 

年度 一般・学生会員数 50 年会員数 総会員数 

R1 58 11 69 

H30 51 10 61 

H29 56 10 66 

H28 59 9 68 

H27 65 11 76 

H26 95 11 106 

H25 93 12 105 

H24 95 13 108 

H23 97 12 109 

H22 101 12 113 

H21 100 10 110 

H20 101 8 109 

 

２. その他 特になし 

 


